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資料４ 





○公立学校における外部の人材や資源の活用の推進について

１５文科初第１３２１号

平成１６年３月３０日

各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長あて

文部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知

平成１６年３月４日に、中央教育審議会から文部科学大臣に対し、答申「今

後の学校の管理運営の在り方について」が提出されました。このことについて

は、文部科学省初等中等教育局長通知（平成１６年３月１０日付け、１５文科

初第１１５７号）により、すでにお知らせしたところです。

 この答申については、学校が、多様な要請に応えつつ特色ある教育を推進し

ていくためには、教育の様々な分野において、学校の外部にある資源の活用を

積極的に進めることが有効であること、こうした取組を通じて、学校と学校外

の社会の連携・協力が強化され、開かれた学校づくりの促進が期待されること

などが述べられています。

 また、政府の「規制改革推進三ヵ年計画（再改定）」（平成１５年３月２８日

閣議決定）においては、教育への外部資源の積極的活用の取組を促進するとと

もに、各学校の判断で外部人材や学外の学習環境の活用が推進されるよう、ガ

イドラインの策定や体制の整備等を図ることなどが決定されているところです。 
 これらを踏まえ、この度、公立学校における外部の人材や資源の活用の一層

の推進を図るため、その活用に当たっての基本的な考え方や留意事項等を整理

し、関係者の皆様に改めてお知らせすることとしました。各位におかれては、

地域の実情等を踏まえつつ、左記の事項に十分御留意の上、教育への外部資源

の活用を適切に進めていただくようお願いします。

 あわせて、都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会に

対し、この通知の趣旨等について御周知願います。

記

二 学校の施設管理等における外部資源活用の在り方について

公立学校の施設等の物的管理については、近年、PFI 方式等により外部の機

関に行わせる例も見られるところであり、文部科学省としても、公立学校施設

の整備等における PFI 方式の一層の推進に向けた手引書の作成等に取り組ん

でいるところです。

 このほか、例えば、学校施設の警備、清掃、プールや体育館等の保守、給食

の調理などの業務や、学校施設の時間外一般開放の管理などについては、現行

制度下においても、民間事業者に委託して実施することが可能となっています

ので、各設置者の判断により適切な取組を進めていただくよう、念のため申し

添えます。

重点番号７：幼稚園を管理できる者の見直し（奈良県）
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重点番号５：子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施要件緩和（厚生労働省）
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